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I 政務調査費の概要

1 政務調査費の交付制度

地方分権一括法の施行 (平成 12年4月)により､地方公共団体の自己決定､

自己責任の領域が拡大 し､二元代表制の一翼を担う地方議会の役割と責任はます

ます重要なものとなった｡

このような中にあって､地方議会の活性化を図るためには､その審議能力を強

化 していくことが必要不可欠であり､議員の調査研究活動基盤の充実強化を図る

観点から､平成 12年 5月に地方 自治法が改正され､政務調査費の交付制度が設

けられたものである｡

2 本県の政務調査費のあらまし

政務調査費は､ ｢地方 自治法第 100条第 14項及び 15項｣及び ｢熊本県政

務調査費の交付に関する条例｣､ ｢同条例施行規程｣の規定に基づき､議員の調

査研究に要する経費の一部として会派又は議員に対 し交付されるも'のである｡

(1)政務調査費の額及び交付の方法

交付額は議員 1人当たり月額 30万円とする｡

交付の方法は､会派毎に､(D～③のいずれかの方法による｡

① 会派に交付する方法

(参 議員に交付する方法

③ 会派及び議員に交付する方法

(2)政務調査費経理責任者

政務調査費の交付を受ける会派は､政務調査費経理責任者を置くこと｡

(3)証拠書類等の整備及び保存

･ 政務調査費経理責任者及び議員は､政務調査費の支出について､証拠書類

等を整備 し､その内容を明確にした会計帳簿を備えること｡

会派の代表者及び議員は､会計帳簿､証拠書額等を5年間保存すること｡

(4)収支報告書等

会派の代表者及び議員は､政務調査費の収入額､支出額､残額等を記載 し

た収支報告書を翌年度の4月30日までに議長に提出すること｡

･ 収支報告書には､領収書等証拠書類の写 しを添付すること｡
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Ii 政務調査費充当の基本的考え方

1 執行にあたっての原則

政務調査費の執行にあたっては､県政等に関する調査研究､情報収集等に要 し

た経費の実費に充当するものであり､会派又は議員の責任において､適切に処理

するものとする｡

2 実費弁償の原則

政務調査費は､法律及び条例の規定に基づき､会派又は議員に対 して調査研究

に要する経費として交付されるものであることから､実費弁償を原則 とする｡

3 政務調査活動と他の議員活動等が混在する場合の按分について

会派及び議員の活動は､議会活動､政務調査活動､政党活動､選挙活動等 と多

様であり､1つの活動が政務調査活動と同時に議員としての他の活動の側面を有

し滞然一体となっていることが多 く､明確に区分することが困難であると考えら

れる｡

このような場合には､政務調査費の対象となる費用毎に､使用の割合､占有面

積や従事時間の割合等の合理的な方法で按分するものとする｡
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= 経費別の支出にあたっての運用指針

≪全ての経費区分に共通する項 目≫

(1)会派及び議員は､政務調査活動のうち､報告する必要があると認める主な

活動については､その活動内容を記載 した ｢政務調査費活動報告書｣ (参考

様式 1)を作成するものとする｡

(2)各経費の支出にあたって､その内容が政党活動や後援会活動などと混在す

る場合の按分割合については､会派又は議員の活動実態によって異なること

から､一律に比率を示すことが困難であり､政務調査費の交付を受けた会派

又は議員のそれぞれの責任において､当該会派又は議員の政務調査活動の実

態に応 じ､次の按分方法 ≪例≫を参考にしながら､合理的に説明できる比率

を定めて用いるものとする｡

iWvBZdjiw'享/ききff"fw三三m,wl三三三"ini三三m喜芸三三 三三 三g+M･91m三三 三g+,#+Ml三:"三m+a/M'n調査研究活動(A) 董1.I,rHII.-r.F,▲rJVIId■■,Jr--.I′4-/r-11-I----J-.I-Jr----rJr--lZr-■r--I-JI-1--■'-･V4-r■-,●′_T,*F,I.,qJr■

(3)交通費については､

公共交通機関を利用 した場合

原則 として公共交通機関の運行会社又は旅行会社の額収書を受領するこ

と｡

筒収書が受償できなかった場合は､支払証明書 (P19参照)を作成するこ

と｡ 紛失による支払証明書は不可｡

自家用車を利用 した場合

｢普通旅費計算表｣ (P8)により交通費を算定 し､支払証明書 (P21

参照)を作成すること｡

(4)宿泊費については､原則実費とする｡

宿泊費の場合は通常､領収書が発行されることから､支払証明書は原則と

して不可｡

(5)アルコ-ル ･食事代には支出できない｡

ただし､県政報告会等開催時の茶菓代については､常識的な範囲内に限り

支出可能｡
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1 ｢調査研究費｣

区 分

使 途

具体的な

支出の事例

留意点

説 明

会派及び議員が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究

及び調査委託に要する経費

◇県内外における視察 ･海外視察の交通費

◇県政全般に関する執行部 との意見交換のための交通費

◇議会での質問 (代表 ･一般)のための執行部との打ち合わせに

要する交通費

◇議員連盟 (政策の勉強や提言を目的とするものに限る)の活動

のための交通費

◇市町村や県民からの陳情に関する現地調査のための交通費

◇国等への要望活動のための交通費

◇広域事業調整や県 ･市町村間の調整のための交通費

◇国 ･県 ･市町村 ･各種団体が主催する行事 (会議 ･大会など)

への出席のための交通費､参加費

◇上記の活動の際に要する宿泊費

◇調査報告書等の作成費

◇民間調査機関 ･会派内の研究会などへの調査の委託費

◇調査のための関係者 との打ち合わせに要する交通費 ･宿泊費

○視察については､その成果に関する記録を作成 ･保管すること

○調査委託については､成果品を保管すること

2 ｢研修費｣

区 分 説 明

使 途 I･会派が行 う研修会 .講演会等の実施に必要な経費､団体等が開

催する研修会 .講演会等への議員及び会派又は議員が雇用する

政務調査に携わる職員の参加に要する経費 l

具体的な ◇研修会等の参加費 .資料代
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3 ｢会議費｣

4 ｢資料作成費｣

区 分 E 説 明

使 途 .会派及び議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

具体的な ◇資料の印刷 .製本代

支出の事例 ◇写真の現像 .焼き付け代

5 ｢資料購入費｣

区 分 説 明

使 途 ･会派及び議員が行う調査研究のために必要な図書､資料等の購

人に要する経費

具体的な ◇書籍の購入代

支出の事例 ◇定期刊行物の購読料
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6 ｢広報 ･広聴費｣

区 分 説 明

使 途 ･会派及び議員が行う議員活動及び県政に関する政策等の広報､

議会への住民意思の反映のための広聴活動に要する経費

具体的な ◇議会報告 .県政だより等の印刷代

支出の事例 ◇郵送料 .宅配便代

◇ホ-ムペ-ジ作成費

留意点 ○｢県議会報告｣ ｢県政だより｣等のタイ トルとし､発行者は議

員本人であること

○後援会が発行する ｢○○後援会報｣等には支出できない

○後援会との共同発行の場合は､紙面の面積の割合に応 じるなど

7 ｢事務所費｣

区 分 説 明

使 途 ･会派及び議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置

及び管理に要する経費

具体的な ◇事務所の敷地や建物の賃借料

支出の事例 ◇事務所の光熱水費

留意点 ○後援会等 との共同利用の場合は､利用の割合に応 じて按分する

こと

○議員本人所有､議員又は配偶者が役員を務める会社所有の事務

所の場合は､管理費のみが報告の対象となる

○自宅を事務所と兼用としている場合には管理費のみを報告の対

象とし､利用の割合に応 じて按分すること
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8 ｢事務費｣

区 分 説 明

使 途 ･_会派及び議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費

具体的な ◇事務用品代

支出の事例 ◇事務用機器 (パソコン､ コピ-磯等)の購入及び リース料､ レ

ン夕ル料

◇電話 .ファクシミリ使用料､インタ-ネット接続料

◇郵送料 .宅配便代

留意点 ○後援会等の活動においても使用する事務機器等の経費について

9 ｢人件費｣

区 分 説 明

使 途 ･会派及び議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費

具体的な ◇政務調査活動を補助する者の給料 .賃金 .各種の手当及び社会

･支出の事例 保険料

留意点 ○議員の政務調査活動を補助する者に限られるo従 って､もつぱ

ら車の運転に従事する者には支出できない

○後援会の事務など､他の業務に従事することがある場合は､従

事する時間の割合等に応 じた合理的な方法により按分すること

I:･ -/_出目■.J早 /∴ ･.巨･:''Ju

1 政党活動､選挙活動､後援会活動に限定された経費

2 観光､ レクレ-ションを主な目的 とする活動に伴う交通費

3 私的な活動に伴う交通費

4 飲食を主な目的とする会議等の経費

5 趣味性 ･娯楽性が高い書籍､福利厚生を目的とした書籍購入費

6 事務所の土地 ･建物の購入､建築工事費､修繕 ･改装費等
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(別 添)

普通旅費計算表(自家用車使用の場合)

1.旅費の計算方法

旅費-交通費(行程(km)×37円)+旅行諸費

※行程は､往復の距離数を0.1km単位で記録してください｡

※平成16年12月1日から日当は､旅行諸費に変わりました｡

2.旅費支給要件(行程は､いずれも自宅からの往復距離)

･旅費は､下表のとおりです｡(旅行諸費(1日)-3,000円)

暮県外への旅行については､できるだけ公共交通機関を利用してください｡

項目行程 交通費 旅行諸費

1.5km未満 不支給 不支給

1.5km以上8km未満 支給 不支給

県内(8km以上)ぺ 支給 1/4旅行諸費(750円)

3.旅費の計算例

･1.5km未満 不支給

･1.5km以上8km未満: 5kmx37円-185円

※往復5kmの場合

･県 内 60kmx37円+750円(1/4旅行諸費)=2,970円

※往復60kmで､日帰りの場合

･県 外 100kmx37円+3,000円(旅行諸費)-6,700円

※往復100kmで､別希りの場合

4.ホテル･旅館に宿泊される場合

･宿泊料は､実費となります｡

注1)宿泊料の証明として､領収書が必要です｡

注2)親戚･友人宅等に宿泊の場合は､宿泊料定額(別紙)の1/3となります｡

5.主要都市計算例(出発地を熊本県庁とした場合)

目的地 日 程 交通費(良.家用車)交通費(公共交通機関) 航空鷺 宿泊料 旅行諸費 旅費(合計)

福岡市 日帰り 4,000 3,000 7,000

1泊2日 4,000 実費 6,000

大阪市 日帰り ‡ 1,317 840 実費 3,000 I

1泊2日 1,317 840 実費 . 実費 6.000

東 京 日帰り 1,317 1,120 実費 3,000

1泊2日 1,317 1,120 実費 実費 6.000

(1)福岡市の交通費は､熊本市～福岡市間の往復のバス代で計算しています｡

(2)大阪市･東京の交通費は､出発地から熊本空港往復を自家用車(行程(km)×37円)で計算

し､大阪市については､伊丹空港から大阪市内往復のモノレール及び電車代を､東京につい

ては､羽田空港から東京駅(千代田区)往復の電車代を合算していますOそれ以外の現地で

の移動費用はすべて旅行諸費に含みます｡

(3)宿泊料については､上記4のとおり実費となりますO
※ 旅行諸費を計上する場合は､旅行目的地における交通費や駐車場代を別途計上することは

できません｡
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(別 紙)
宿泊料定額一覧

※宿泊料は､原則実費としていますが､実家･親戚書友人宅等に宿泊する場合には､

定額の1/3を計上可能です｡

都道府県 甲 地 方 宿泊料定額

埼玉県 浦和市､さいたま市 14,g00円/1泊(1/3の額は4,933円です)i

千葉県 千葉市

東京都 特別区､八王子市､立川市､武蔵野市､三鷹市､府中市､

調布市､町田市､小金井市､国分寺市､国立市､狛江市､

多摩市､稲城市､西東京市

神奈川県 横浜市､川崎市､横須賀市､鎌倉市､三浦郡葉山町

愛知県 名古屋市

京都府 京都市

大阪市 大阪市､豊中市､池田市､吹田市､高槻市､守口市､枚方市､

茨木市､八尾市､寝屋川市､箕面市､高石市､堺市､岸和田市

泉大津市､貝塚市､泉佐野市､富田林市､和泉市､東大阪市

兵庫県 神戸市､尼崎市､西宮市､芦屋市､伊丹市､宝塚市

乙 地 方 宿泊料定額
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N 収支報告書等の整備

1 証拠書額等の整備保存

政務調査費の交付を受けた会派の代表者及び議員は､政務調査費の適切な管理

及び収支報告を行うため､政務調査費にかかる収支について､出納簿等を作成 し､

その内訳を明確にするとともに､領収書等証拠書額を整備保存するものとする｡

なお､保存期間は､収支報告書の提出期間の末日から起算 して5年を経過する

冒までとする｡

2 証拠書額等の種類

支出を証明するものとして､領収書､受取書､振込受領書､その他これ らに類

する書類を整備する｡領収書等の取得可能なものについては､原則､領収書を取

得 し､写 しを添付するものとするOまた､万一紛失 した場合は､再発行等の措置

を依頼するものとし､制度上取得困難な場合に限り､ ｢政務調査費支払証明書｣

(参考様式3)を作成 し､備考欄に支出の内容等を付記 しておくものとする｡

なお､旅費については､例えば県庁等での打合せが頻繁に実施 されることが想

定されるため､政務調査費支払証明書 (旅費用) (参考様式4)の作成で証拠書

頬とすることが出来るものとする｡

3 出納簿への記載

収入及び支出にあたっては､ ｢政務調査費出納簿｣(参考様式 2)に支出金額､

支出内容を経費区分毎に､できる限り支払い日順に整理するものとする｡

4 収支報告書 ･証拠書額等の提出 【条例第 12条】

会派及び議員は政務調査費の交付を受けた時は､翌年度の4月30日まで (会

派が消滅 した場合又は議員が任期満了､辞職等により議員でなくなった場合には､

会派が消滅 した日又は議員が任期満了､辞職等により議員でなくなった日の翌 日

から起算 して30日以内)に収支報告書を作成 し､議長に提出しなければならな

い｡
その際に､領収書等証拠書額の写 しを経費区分毎に添付することとする｡

なお､償収書等証拠書頬を添付する台紙については､参考様式6を参考とし､領

収書､レシ- 卜等が重ならないように貼付のうえ､その写 しを提出するものとする

が､各経費の項 目毎に取 りまとめ､一番上の台紙に当該項 目の合計を記載する

(その合計が収支報告書の項目ごとの合計と一致すること)
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5 政務調査費の返還 【条例第 13条】

会派及び議員は､当該年度において交付を受けた政務調査費の総額から､当該

年度において行った政務調査費の支出の総額を控除 して残余がある場合には､当

該残額を翌年度の5月31日まで (会派が消滅 した場合又は議員が任期満了､辞

職等により議員でなくなった場合は､収支報告書の提出期間の末日から起算 して

30日以内)に返還 しなければならない｡

ll



V 政務調査費の事務処理等の流れ

事務の流れフロー図 事務を行う者 事務を行う日

会 派議長空目会 派力とび議 員:矢口事会 派及 び藩 主亀溝 上這二会 派及 び竃も_H議長 会派結成又は一般選挙後 (速やかに)当該年度の初日において在職する議員(5日以内に)四半期毎初月の初日(速やかに)四半期毎初月の10日払い4月30日まで速やかに戻入通知書により指定のある日まで6月30日からただし､土日に当る場合は翌月曜日

会派結成届を議長に提出

1

会派の結成状況､議員の在職状況を知事に通知

↓

交付決定 (会派及び議員に通知)

J

四半期毎に知事に請求

J

会派及び議員へ請求分を交付

J

収支報告書を議長に提出 (証拠書類を添付)

↓

収支報告書を知事に送付

J

残余となる差額がある場合は､返還

収支報告書の写しを作成し､閲覧に供する

12



V‡ 各 種 様 式

参考様式 1･････政務調査費活動報告書

参考様式2･････政務調査費出納簿

参考様式3･････政務調査費支払証明書

参考様式4･････政務調査費支払証明書 (旅費用)

参考様式5･････雇用契約書

参考様式6･････償収書添付用紙

13



(参考様式1)

政務調査費活動報告書

日 程

場 所

相 手 方

参加議員氏 名

14



(参考様式1)

政務調査費活動報告書(記載例)

日 程 平成〇〇年〇〇月〇〇日～〇〇月〇〇日

場 所 ○○県○○市

相 手 方 ○○県議会

参加議員氏 名 〇〇 〇〇､〇〇 〇〇 計○○名

目的.内容･成果等 ･環境税に関する調査のため〇〇〇〇を視察

･〇〇〇〇において､A氏より

①〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇について

②〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇について

説明を受け､意見交換及び現地の状況を視察したo

当該税については､〇〇年度から○○名の関係機関関係者で構成するrOO
○調査委員会｣において○○､○○について協議が行われた〇〇〇回に及ぶ会
議の後､｢〇〇〇｣の方向で関係機関の意見が一致O

委員会における協議概要は次のとおりo
〇〇年〇月〇日 〇〇〇について○○､○○等について協議〇〇〇決定o
〇〇年〇月〇日 〇〇〇について〇〇､〇〇等について協議〇〇〇決定O

引き続き､参加議員から｢〇〇〇｣､｢〇〇〇｣等について質問が行われ､1時間
程度意見交換を行ったo
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(参考様式2)

政 務 調 査 費 出 納 簿

会派(議員名)

【 月分】 (単位:千円)

月 日 摘 要 収入額 支出額 残 額 整理番号

m

肝

一
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(参考様式2)

政 務 調 査 費 出 納 簿(記載例)

会派(議員名)00 00

【4月分】 (単位:千円)

月 日 摘 要 収入額 支出額 残 額 整理番号

4/10 政務調査費交付 300,000 300,000

ll 〇〇〇〇 12,000 288,000 1

14 〇〇〇〇 25,000 263,000 2
仙

…

-

-

i-

∈ I
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(参考様式3)

政務調査費支払証明書

円
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(参考様式3)

政務調査費支払証明書(記載例)

経費区分 調査研究費

印
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(参考様式5)

雇 用 契 約 書

氏 名 生年月日 年 月 日

現住所

電話番号 緊急時の連絡先

下記条件にて契約と致 します｡

雇 用 期 間 年 月 日 から 年 月 日

就 業 場 所 Z

職 務 内 容 E

就 業 時 間

休 日

給与 (賃金) 月 給 円 ( 時 給 円)

給 与 支 払 日締切 日支払

給与払込先 普通預金 銀行 支店
(口座番号) (名義)

※契約書は2通作成 し､双方が各 1通を保管するO

平成 年 月 日

雇用者 氏名

被雇用者 氏名

22
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(参考様式5)

雇 用 契 約 書 (記載例)

氏 名 熊本 花子 生年月日 昭和〇〇年〇〇月OOEj

現住所 熊本市水前寺 6丁 目○○-○○

下記条件 にて契約と致 します｡

雇 用 期 間 平成〇〇年 4月 1日 から 平成〇〇年 3月31日

就 業 場 所 熊本市○○町〇〇番地

職 務 内 容 ･〇〇〇〇･〇〇〇〇

就 業 時 間 午前9時～午後6時

休 日 土日､祝 日

給与 (賃金) 月 給 〇〇〇〇円 ( 時 給 〇〇〇円)

給 与 支 払 〇〇日締切 〇〇日支払

給与払込先 普通預金 ○○銀行 ○○支店

(口座番号)1234567 (名義)クマモ 卜 ハナコ

※契約書は2通作成 し､双方が各 1通を保管する｡

平成00年 4月 1日

雇用者 氏名 00 00 印

被雇用者 氏名 熊本 花子 印
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(参考様式6)

領収書No. ～No.

000費 合計000円
※各項目毎に束ねることとし､綴りの一番上に合計を記載すること0
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V" 領収書等証拠書類の取扱い (参考)

(1)主な育収書等証拠書額の例

･償収書

･受領書

･レシ- ト

･有料道路領収書

･通帳の写 し

･ク レジット支払の場合は､支払先がクレジット会社のため､支払先が確認でき

る書類が必要

･口座振替通知書

･振込受領書

･振込金通知書

･給与支払簿の写 し

･支払証明書 (金額､理由､ 日時等記入)

(2)留意事項

･償収書の宛名欄には､会派名又は議員名等識別できるよう琴行者に記入させるこ

と｡

･レシ- 卜等宛名がない場合は､余白等に補記 しておくこと.

･償収書には､日付､金額､内訳及び発行者または証明者名が記載されている必要

があるので､発行時に確認のうえ､漏れがあれば記入させること｡

｡領収書の但 し書きは､品代､事務用品代等とせず､具体的に記入させること｡

･経年劣化により印字が消えてしまうような レシ- 卜等は､早めに写 しをとってお

くこと｡

※内訳等の記載が漏れている領収書については､使途を説明できるよう償収書の余

白に補記 し､または補記 した別紙を添付 しておくこと

25



刑 法､条例､施行規程

地方 自治法

(昭和 22年 4月 17日 法律第 67号)
E璽
(改正 平成 12年 5月 31日 法律第 89号)

第百条

14 普通地方公共団体は､条例の定めるところにより､その議会の議員の調査

研究に資するため必要な経費の一部 として､その議会における会派又は議員に対

し､政務調査費を交付することができる｡ この場合において､当該政務調査費の

交付の対象､額及び交付の方法は､条例で定めなければならない0

15 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は､条例の定めるところに

より､当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとす る｡
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熊本県政務調査費の交付に関する条例

熊本県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年熊本県条例第39号)の全部を改正

する｡

(趣旨)

第 1条 この条例は､地方自治法 (昭和22年法律第67号)第 100条第 14項及び第

15項の規定に基づき､政務調査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする｡

(交付の対象となる者)

第2条 県は､県議会の会派 (政治上の主義､理念及び政策を共有する議員が結成 した団

体 (所属議員が 1人の場合を含む｡)をいう｡以下 ｢会派｣ という｡)又は議員に対 して､

政務調査費を交付する｡

(額及び交付の方法)

第3粂 政務調査費の額は､議員 1人当たり月額30万円とする｡

2 政務調査費の交付の方法は｣会派又は議員ごとに､次の各号に掲げる交付の方法のい

ずれかによるものとし､その交付額は､当該各号の区分に応 じ､当該各号に定める額と

する｡

(1) 会派に交付する方法 前項に規定する議員 1人当たりの月額に､当該会派に所属

する議員の数を乗 じて得た額

(2) 議員に交付する方法 前項に規定する議員 1人当たりの月額

(3) 会派及び議員に交付する方法 前項に規定する議員 1人当たりの月額を会派に交

付する額及び当該会派に所属する議員に交付する額に区分し､会派に交付する額にあ

っては会派に交付する額に区分された額に議員の数を乗 じて得た額､議員に交付する

額にあっては議員に交付する額に区分された額

(会派届等)

第4条 会派を結成 したとき､又は-般選挙後､会派の代表者は､次に掲げる事項を記載

した会派届を議長に提出しなければならない｡

(1) 会派の名称

(2) 代表者の氏名

(3) 会派を結成 した日

(4) 所属する議員の数及び氏名

(5) 前条第2項に規定する政務調査費の交付の方法

(6) 前条第2項第 3号に掲げる政務調査費の交付の方法を選択する会派にあっては､

会派に交付する額及び当該会派に所属する議員に交付する額の区分

(7) 前条第2項第 1号又は第3号に掲げる政務調査費の交付の方法を選択する会派に

あっては､第 10条に規定する政務調査費経理責任者の氏名
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2 前項各号に掲げる事項に変更が生 じたときは､会派の代表者は､当該変更に係る事項

を記載 した会派変更届を議長に提出しなければならない｡

3 会派が解散､合併等により消滅 した場合 (議員の任期満了及び議会の解散による場合

を除く｡ 以下同じ｡)は､当該会派の代表者であった者は､その旨を記載 した会派解散届

を議長に提出しなければならない｡

(会派の通知等)

第5条 議長は､毎年度､当該年度の初日において在職する議員を､同日の翌日から起算

して5日以内に､会派に所属する議員にあっては当該会派に係る前条第 1項各号に規定

する事項を､会派に所属 しない議員にあっては氏名を知事に通知 しなければならない｡

2 議長は､前条各項の会派届､会派変更届又は会派解散届の提出があったときは､速や

かに､これを知事に通知 しなければならない｡

3 年度の中途において議員となった者で会派に所属していない議員がいる場合は､議長

は､当該者の議員としての任期が開始する日 (再選挙､補欠選挙その他任期満了による

一般選挙以外の事由により当選人と定められた議員にあっては､その当選の効力発生の

目をいう｡以下 ｢任期開始の日｣という｡)の翌日から起算 して5日以内に､次に掲げる

事項を知事に通知 しなければならない｡

(1) 議員となった者の氏名

(2) 任期開始の日

4 前 3項に定めるもののほか､年度の中途において辞職､失職､除名､死亡又は議会の

解散により議員でなくなった者がいる場合は､議長は､それらの事由の生 じた日の翌日

から起算 して5日以内に､次に掲げる事項を知事に通知 しなければならない｡

(1) 議員でなくなった者の氏名

(2) 議員でなくなった事由

(3) 事由が生じた年月日

(交付決定)

第6条 知事は､前条第 1項の規定による通知があったときは､速やかに､当該年度に係

る政務調査費 (年度の中途において議員の任期が満了する場合は､議員の任期が満了す

る日が属する月までの政務調査費)の交付の決定を行わなければならない｡

2 知事は､前条第2項の規定による通知 (会派変更届に係る通知にあっては､第4条第

1項第4号から第6号までに掲げる事項に関する変更に係るものに限る｡)又は前条第3

項若 しくは第4項の規定による通知があったときは､速やかに､当該年度に係る政務調

査費の交付の決定､変更交付の決定又は交付取消しの決定を行わなければならない｡

3 知事は､前2項の決定を行ったときは､速やかに､当該決定に係る会派の代表者 (会

派が解散､合併等により消滅 した場合は､会派の代表者であった者をいう｡ 以下第 1i
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条第 2項及び第 13条において同じ｡)又は議員及び議長に対 し､その旨を通知 しなけれ

ばならない｡

(算定方法等)

第 7条 第 3条第2項に規定する政務調査費の交付額は､月の初日に議員である者を基準

として算定する｡

2 月の途中において､次に掲げる事由が生 じた場合におけるこれらの事由が生 じた日

(その日が月の初日である場合を除く｡)の属する月の政務調査費の交付額の算定につい

ては､これ らの事由が生 じなかったものとみなす｡

(1) 任期満了 (月の初日において任期満了により議員でなくなった者が､当該任期満

了による一般選挙により当該任期満了の日の翌日から再び議員となった場合を除

く｡ 第 12条第2項において同じ｡)

(2) 議員の辞職､失職､除名又は死亡

(3) 議員の会派への入会又は会派からの脱会若 しくは除名

(4) 会派の結成又は解散､合併等による消滅

(5) 議会の解散

(6) 第 3条第 2項に規定する政務調査費の交付の方法の変更 (同項第 3号に規定する

会派に交付する額及び当該会派に所属する議員に交付する額の区分の変更を含む｡)

(請求及び交付)

第8粂 会派の代表者及び議員は､第6粂第3項の規定による交付の決定又は変更交付の

決定通知を受けたときは､四半期ごとに､当該四半期に属する月分として交付を受ける

べき政務調査費を知事に請求するものとする｡

2 知事は､前項の請求があったときは､四半期ごとに､当該請求があった日の翌日から

起算 して30日以内に､当該四半期に属する月分として交付すべき政務調査費を交付す

るものとする｡

(政務調査費を支出できる経費)

第9条 政務調査費を支出できる経費は､調査研究費､研修費､会議費その他議長が別に

定める経費とするO

(政務調査費経理責任者)

第 10条 第 3条第2項第 1号又は第3号に掲げる政務調査費の交付の方法を選択する会

派は､政務調査費経理責任者を置かなければならない｡

(証拠書類等の整備及び保存)

第 11条 政務調査費経理責任者及び議員は､政務調査費の支出について､その内訳を明

確にした会計帳簿を備え置くとともに､筒収書その他の証拠吾頬 (次項及び次条第 1項

において ｢証拠書類｣ という｡)を整理 し､及び保管 しなければならない｡
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2 会派の代表者及び議員 (議員であった者を含む｡)は､前項に規定する会計帳簿及び証

拠書頬を次条に規定する収入及び支出の報告書の提出期間の末日の翌日から起算 して5

年を経過する日まで保存 しなければならない｡

(収支報告書等)

第 12条 会派の代表者及び議員は､当該年度に係る政務調査費の収入額､支出額､残額

その他議長が別に定める事項を記載 した収入及び支出の報告書 (以下 ｢収支報告書｣と

いう｡)並びに当該収支報告書に記載された政務調査費による支出に係る証拠書類の写し

(以下 ｢収支報告書等｣ という｡)を翌年度の初日から起算 して30日以内に議長に提出

するものとする｡

2 前項の規定にかかわらず､会派が解散､合併等により消滅 した場合又は議員が任期満

了､辞職､失職､除名､死亡若 しくは議会の解散により議員でなくなった場合には､会

派の代表者であった者又は議員であった老 (議員の死亡に係る場合は､その相続人｡)は､

会派が消滅 した日又は議員でなくなった日の属する月までの収支報告書等を､会派が消

滅 した目又は議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に､議長に提出するも

のとする｡

3 議長は､前2項の規定により提出された収支報告書等の写 しを､速やかに､知事に送

付するものとする｡

(政務調査費の返還)

第 13粂 会派の代表者又は議員 (議員が死亡した場合は､その相続人｡次項において同

じ｡)は､ひとつの四半期の中途で､第6条第2項の規定による政務調査費の変更交付の

決定又は交付取消しの決定 (以下この項において ｢変更交付決定等｣ という｡)を受けた

場合において､変更交付決定等の原因となる変更事由の生 じた日の属する月 (当該事由

の生じた日が月の初日であるときは､当該事由の生じた日の属する月の前月)までの月

分として会派又は議員が交付を受けるべき政務調査費の額を超える額の交付を既に受け

ている場合は､当該変更交付決定等を受けた日の翌日から起算 して60日以内に､県に

対 し､その超える額を返還 しなければならない｡

2 会派の代表者及び議員は､当該年度において交付を受けた政務調査費の総額から､当

該年度において行った政務調査費による支出 (第9条に規定する経費に係る支出をい

う｡)の総額を控除して残額がある場合には､当該残額に相当する額 (以下 ｢政務調査費

の残額｣という｡)を翌年度の初日から起算 して60日以内に返還 しなければならない｡

3 前項の規定にかかわらず､前条第2項の規定により収支報告書等を提出した場合にお

いて､政務調査費の残額がある場合には､当該収支報告書等を提出した者は､当該収支

報告書等の提出期間の末日の翌日から起算 して30日以内に政務調査費の残額を返還し

なければならないo
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(収支報告書等の保存及び閲覧)

第 14条 議長は､第 12条第 1項又は第2項の規定により提出された収支報告書等を､

提出すべき期間の末日の翌日から起算 して5年を経過する目まで保存 しなければならな

い ｡

2 何人も､議長に対 し､前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧を請求す

ることができる｡

(調査)

第 15条 議長は､第 12条第 1項又は第2項の規定により収支報告書等が提出されたと

きは､必要に応 じ調査を行うものとする｡

(委任)

第 16条 この条例に定めるもののほか､政務調査費の交付決定手続､請求及び返還に関

し必要な事項は知事が､その他この条例の施行に閑し必要な事項は議長が定める｡

附 則

1 この条例は､平成21年4月 1日から施行する｡

2 この条例による改正後の熊本県政務調査費の交付に関する条例の規定は､この条例の

施行の日以後に交付する政務調査費について適用 し､同日前に交付する政務調査費につ

いては､なお従前の例による｡
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熊本県政務調査費の交付に関する条例施行規程

熊本県政務調査費の交付に関する条例施行規程 (平成 13年議会告示第 2号)の全部を

改正する｡

(趣旨)

第 1条 この規程は､熊本県政務調査費の交付に関する条例 (平成20年熊本県条例第

号｡以下 ｢条例｣ という｡)の施行に関 し必要な事項を定めるものとする｡

(会派届等)

第2条 条例第4条第 1項の会派届は､別記第 1号様式とする｡

2 条例第4条第2項の会派変更届は､別記第2号様式とする｡

3 条例第4粂第3項の会派解散届は､別記第3号様式とする｡

(交付決定通知書等)

第3条 条例第6条第3項の規定による通知は､政務調査費交付決定通知書 (別記第4号

様式)､政務調査費変更交付決定通知書 (別記第5号様式)又は政務調査費交付取消決

定通知書 (別記第6号様式)により行うものとする｡

(交付の請求)

第4条 条例第8条第 1項の規定による政務調査費の請求は､政務調査費交付請求書 (刺

記第7号様式)により行うものとする｡

(使途基準)

第5条 条例第9条に規定する議長が別に定める経費は､次に掲げる経費とする｡

(1) 資料作成費

(2) 資料購入費

(3) 広報 ･広聴費

(4) 事務所費

(5) 事務費

(6) 人件草

2 政務調査費の使途は､別表の項 目の欄の区分に応 じ､同素の使途の内容の欄に掲げる

とおりとする｡

(政務調査費経理責任者)

第6条 条例第 10条に規定する政務調査費経理責任者は-の会派につき2人 (所属議員

が 1人である会派にあっては､ 1人)とする｡

(収支報告書)

第7条 条例第 12条第 1項に規定する議長が別に定める事項は､次に掲げる事項とする｡

(1) 条例第9条及び本規程第5条第 1項に規定する経費に係る支出の内訳

(2) 収支報告書において残余がある場合における当該残額の返還予定 日
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2 条例第 12条第 1項の収支報告吾は､政務調査費収支報告書 (別記第8号様式)とす

る｡

(収支報告書等の閲覧)

第8条 条例第 14条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は､当該収支報告書等を堤

出すべき期間の末日の翌日から起算 して60日を経過する目の翌日からすることができ

る｡

2 前項の収支報告書等の閲覧は､議長が指定する場所で執務時間中にしなければならな

い｡

3 収支報告書等は､前項の場所以外の場所に持ち出すことができない｡

4 収支報告書等は､丁重に取 り扱い､破損､汚損､加筆､複写､写真撮影等の行為をし

てはならない｡

5 前3項の規定に逮反する者に対 しては､議長は､その閲覧を中止させ､又は閲覧を禁

止することができる｡

6 前各項に定めるもののほか､第 1項の収支報告書等の閲覧に閑 し必要な事項は､議長

が定める｡

(一般選挙後の措置)

第9条 条例の規定により議長が行う事務については､一般選挙後議長が選挙 されるまで

の間は､議会事務局長が行うものとする｡

附 則

1 この規程は､平成 21年4月 1日から施行する｡

2 この規程による改正後の別記第8号様式の規定は､この告示の施行の日以後に交付す

る政務調査費について適用 し､同日前に交付する政務調査費については､なお従前の例

による｡
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別表 (第 5条関係)

項 目 使途の内容

調査研究費 会派及び議員が行う県の事務及び地方行財政に関す

る調査研究及び調査委託に要する経費

(調査委託費､交通費､宿泊費等)

研修費 会派が行う研修会､講演会等の実施に必要な経費並

びに団体等が開催する研修会､講演会等への議員並

びに会派及び議員が雇用する職員の参加に要する経

費

(会場費､機材借上げ費､講師謝金､会費､交通費､

宿泊費等)

会議費 会派が開催する各種会議及び議′員が開催する県民の

県政に関する要望､意見等を聴取するための各種会

議に要する経費

(会場費､機材借上げ費､資料印刷費等)

資料作成費 会派及び議員が議会審議に必要な資料を作成するた

めに要する経費

(印刷 .製本費､写真代等)

資料購入費 会派及び議員が行う調査研究のために必要な図書､

資料等の購入に要する経費

(書籍購入費､新聞 .雑誌購読料等)

広報 .広聴費 会派及び議員が行う議会活動及び県政に関する政策

等の広報 .広聴活動に要する経費

(広報紙､報告書等印刷費､送料､交通費等)

事務所費i 会派及び議員が行う調査研究活動のために必要な事

務所の設置及び管理に要する経費

事務費 会派及び議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要

な経費

(事務用品 .備品購入費､通信費等)

人件費 会派及び議員が行う調査研究を補助する職員を雇用

する経費
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別記第 1号様式 (第2条関係)

会 派 届

年 月 日

熊本県議会議長 様

会 派 の 名 称

代表者の氏名

熊本県政務調査費の交付に関する条例第4条第 1項の規定により､次のとおり

届け出ます｡

㊨

1 会 派 の 名 称

2 代 表 者 の 氏 名

3 会派を結成 した日 年 月 日

4 所属議負の数及び氏名 数 人

氏名

5 交 付 の 方 法 ⊂〕 会派に交付

[コ 議員に交付

[コ 会派及び議員に交付

会派 (1人当たりの月額) 円 人

議員 (1人当たりの月額) 門 人

会派 (1人当たりの月額) 円 人

議員 (1人当たりの月額) 門 人

会派 (1人当たりの月額) 門 人

議員 (1人当たりの月額) 門 人

備考 1 交付の方法の欄には､いずれか該当する口内に レ印を記入 してください｡ こ

の場合において､会派及び議員に交付する方法を採る場合は､会派及び議員に

交付する額を記入 してください｡

2 会派及び議員に交付する方法を採る場合において､交付の方法が一律でない

場合には､議員毎の交付方法を記入 した一覧表を添付 してください｡

3 政務調査費経理責任者の氏名の欄には､議員に交付する方法を採る会派にあ

っては､記入する必要はありません｡

4 政務調査費経理責任者の氏名の欄には2人記入 して ください｡所属議員が 1

人である会派にあっては､ 1人で構いません｡
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別記第 2号様式 (第 2条関係)

会 派 変 更 届

熊本県議会議長 様

会 派 の 名 称

代表者の氏名

年 月 日

㊨

次の事項について､ 年 月 日に変更があ りま したので､熊本県政務調

査費の交付に関す る条例第 4条第 2項の規定によ り届け出ます｡

変 更 事 項 節 旧

2 代 表 者 の 氏 名

3 所属議負の数及び氏名 敬 人 人氏名

4 交 付 の 方 法 [コ 会派に交付 □ 会派に交付

[コ 議員に交付 [コ 議員に交付

□ 会派及び議員に交付 tコ 会派及び議員に交付

会派(1人当たりの月額) 会派(1人当たりの月額)

( 門 人) ( 門 人)

議員(1人当たりの月額) 議員(1人当たりの月額)

( 門 人) ( 門 人)

会派(1人当たりの月額) 会派(1人当たりの月額)

( 円 人) ( 門 人)

議員(1人当たりの月額) 議員(1人当たりの月額)

( 門 人) ( 門 人)

会派(1人当たりの月額) 会派(1人当たりの月額)

( 門 人) ( 門 人)

議員(1人当たりの月額) 議員(1人当たりの月額)

( 門 人) ( 門 人)

備考 1 変更に係 る事項についてのみ記入 して ください ｡

2 交付の方法の欄 には､いずれか該当す る口内に レ印を記入 して くだ さい｡

この場合において､会派及び議員に交付する方法を採 る場合は､会派及び

議員に交付す る額 を記入 して ください｡ また､交付の方法が一律でない場合

には､議員毎の交付方法 を記入 した--一覧表を添付 して ください｡
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別記第3号様式 (第 2条関係)

会 派 解 散 ･ 消 滅 届

熊本県議会議長

様

会派の名称

代表者の氏名

年 月 日

熊本県政務調査費の交付に関する条例第4条第 3項の規定により､下記のとおり届

け出ます｡

記

1 解散又は消滅 した会派の名称

2 解散又は消滅 した年月日

3 解散又は消滅 した理由
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別記第4号様式 (第3条関係)

政 務 調 査 費 交 付 決 定 通 知 書

様

熊本県知事

年 月 日

囲

熊本県政務調査費の交付に関する条例第6条 (第 1項 ･第 2項)の規定により､次の

とおり 年度の政務調査費の交付の決定をしたので通知 します｡

1 交付決定額

2 内 訳

′t＼

(

･._＼

t

分

分

分

分

月

月

月

月

年

年

年

年

～

～

～

～

分

分

分

分

月

月

月

月

年

年

年

年
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別記第 5号様式 (第3条関係)

政務調査費変更交付決定通知書

熊本県知事

年 月 日

回

熊本県政務調査費の交付に関する条例第 6条第 2項の規定により､次のとお り 年

度の政務調査費の変更交付の決定をしたので通知 します｡

1 変更後の交付決定額

2 変更前の交付決定額

3 変 更 理 由

4 変更後の交付決定額の内訳

年 月分～

年 月分～

年 月分～

年 月分～

/_＼

(

t

l
､

分

分

分

分

月

月

月

月

年

年

年

年
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別記第 6号様式 (第3条関係)

政務調査費交付取消決定通知書

様

熊本県知事

年 月 日

回

熊本県政務調査費の交付に関する条例第 6条第2項の規定により､次のとおり 年

度の政務調査費の交付の決定を取 り消 したので通知 します｡

1 取 り消した額

2 取消理由

3 取 り消した額の内訳
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別記第 7号様式 (第4条関係)

政 務 調 査 費 交 付 請 求 書

熊本県知事 様

請求者[

年 月 日

会派にあっては名称及び代表者の

議員にあっては氏名

年 月 日付けをもって交付 (変更交付)の決定のありました 年度

の政務調査費の交付については､熊本県政務調査費の交付に関する条例第 8条第 1項の

規定により､次のとお り請求 します｡

1 請 求 金 額

2 請求の内容

年 月分～ 年 月分

(振込口座)

金融機関名 支店

預 金 種 別 当 座 . 普 通 ～

口 座 番 号

(ふりがな)口座名義人
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別記第 8号様式 (第 7条関係)

政 務 調 査 費 収 支 報 告 書

熊本県議会議長

様

年 月 日

会派にあっては名称及び代表者の氏名

議員にあっては氏名

年度政務調査費収支報告について

熊本県政務調査費の交付に関する条例第 12条 (第 1項 ･第2項)の規定により､

別紙のとおり 年度政務調査費収支報告書等を提出します｡
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年度政務調査費収支報告書

1 収 入 政務調査費

2 支 出

項 目 支 出額 (単位 :円) 備 考

調 査 研 究 費

研 修 費

会 議 費

I資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広報 .広聴費

事 務 所 費

事 務 費

人 件 費

合 計

3 残 額

4 政務調査費経理責任者の氏名

注 備考欄 には､主たる支出の内訳を記載 して ください｡
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